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令和3年2月2日
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司法行政文書開示通知書

令和2年12月28日付け（令和3年1月4日受付，第020843号）で申出

のありました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしました

ので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等
も

既済事件一覧表（片面で6枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報（当事者の氏名等） ，公にすることにより法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報（法人等の名

称等）及び公にすることにより裁判事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

る情報が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号，

第2号イ及び第6号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記

載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話03 （3264） 5652 （直通）



日付号令和3年1月6日
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既済事件一覧表 集計期間 令和2年11月1日～ 令和2年11月30日

被上告人 I 備考 上告受理終局日番号 法廷 ｜主任裁判官主任鯛査官’ 事件番号 終局区分 ｜憲法|少数上告人

1 第1小法廷 山口厚 ｜家原尚秀 令2年(オ)第355号 R2"11．5 決定(棄却）

R2｡11･5 決定(棄却）

ノ

■ □

2 山口厚 小川卓逸＝ |令2年(ｵ)第370号廷
廷

法

法

小
《
小

１
．
１

第
第

□｜ "□

深山卓也 家原尚秀 号
号
号
一
号
号
号

》
》
癖
》
》
翻

年
年
年
年
年
年

《
祠
《
祠
一
両
〈
わ
く
詞
《
わ

く
く
く
く
く
く

２
２
２
２
２
２

尚
裕
琢
哲
哲
哲

秀
郎
朗
朗
朗

率
．
轤
轌
嘩
一
窪
露

笹本哲朗

笹本哲朗

決定(棄却）３
’
４

R2．11･5 ■■

裕

政幸

池
上
口
口

小
池
山
山

廷
廷
廷
廷

法
法
法
法

小

小

小

小

１
１
１
１

第
第
第
第

４
５

６
７

第1小法廷

第1小法廷山口

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R2｡11 ．5

R2．11｡5

R2-11 ．5

□
｜
□
□
｜
□
□

□
｜
□
｜
□
｜
ロ
ー
□

辰

厚

山口厚 決定(棄却）

決定(棄却）

R2．11 ．5

R2．11．5廷
廷
法
法
小
小

１
１
第
第

山口厚8

小池裕 船所寛生
1号

号
４
９
２
３
８
８
第
第

ｊ
‐
ｊ

オ
オ
く
く
年
年
２
２

〈
祠
《
祠

決定(棄却）9 R2･11．5 □ □

裕
一
魂
一
癖
一
肇
一
準
一
蹄

廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法

、
、
、
、
、

川
４
４
４
４

１
１
１
１
１

第
第
第
第
第

蝿
一
峨
一
控
一
叩
一
岨
一
趣

裕
一
裕
一
》
一
厚
一
厚
醇

錐
一
癖
一
癖
一
”
｜
》
｜
癖

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

０
１
２
３
４
５

１

１
１
１
１
１

R2．11.･5

R2・11．5

R2．11．5

R2．11．5

R2．11．5

R2．11．5

□
｜
□
｜
□
｜
口
一
□

｜
□

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

｛

乳

第
第
第
第
第

号
号
号
号
号

』
１
Ｊ
ｊ
ｊ

８
９
９
９
９

５
１
４
６
９

３
４
９
６
２

鏥
報
報

錨
韓

く
わ
今
而
今
祠
今
石
〈
祠

２
２
２
２
２

聖

》
｜
唾

４
４

１
１
第
第 小池裕 令2年(オ)第1001号

令2年(オ)第1030号

斗谷匡志 決定(棄却）16 R2．11．5 |■’ □
｜
□小池裕第1小法廷 森川さっき 決定(棄却）17 R2．11n.5 □

BT

厚
卓
厚

裕
厚

口
山
口

池
口

山
深
山
小
山

錘
錘
錘
一
錘
錘

小
小
小

小
小

１
１
１
１
１

第
第
第
第
第

１

１
２
２
２

８
９
０
１
２

第1小法廷|深山卓
山口厚

21第1小法廷
－
1

221第1小法廷

舟橋伸行

荒谷謙介

媚

鴫

０
０

潮

詞

オ
オ
ｊ
ｊ

く
く
年
年
２
２

《
わ
く
洞

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R2．11．5

R2･11．5

R2．11･5

R2．11 ．5

R2．11．5

□
□
｜
□
｜
□
｜
□

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

也 ’荒谷謙介
第1小法廷 ｜斗谷匡志 号

号
号

３
３
５

５
９
３

０
０
１
１
１

第
第
第

〕
ｊ
ｊ

オ
オ
オ

く
く
く

年
年
年

２
２
２
．

く
わ
《
祠
《
わ

中野琢郎

宮崎朋紀

23第2小法廷
第2小議廷 岡村和美鷹野旭 ｜令2年(ｵ》第424号
第2小法廷三浦守 森川さっき令2年(オ)第787号

第2小法廷菅野博之 志村由貴 ｜令2年(オ)第822号

岡村和美 鷹野旭

菅野博之 令2年(オ)第822号志村由貴

決定(棄却）R2･11．6 ■ ■

百'百一
24

25

その他R2．11．6

決定(棄却）R2･11･．6 □ □
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既済事件一覧表 集計期間 令和2年11月1日～ 令和2年11月30日

蕃号 法廷 ｜主任裁判官主任函蚕官 備考 上告受理終局日 終局区分 竃法少数事件番号 上告人 被上告人

》
痙
魑

！
１
１

Ｊ
ノ
ノ｜》

第
第
２
２

６
７
２
２

28

岡村和美 前田志織 令2年(オ)第851号 R2｡11･6 決定(棄却）
□|□

零
雪

藷

守
一
罐

罐

貝阿彌亮 号
号
５
５
９
１

８
’
９

第
霊

ｊ

ｊ

オ
オ

く

ｌ

》

》

R2.11･6 1決定(棄却） □｜□

本條裕 決定(棄却）R2"11．6 ■ ■

29第2小法廷|菅野博之舟橋
301第2小法廷|菅野博之 ｜森川

令2年(オ)第947号怖
一
霊

決定(棄却）

決定(棄却）

R2．11．6

R2．11．6

□
｜
□

□
｜
□令2年(オ)第1008号

､

第2小法廷 草野耕一 笹本哲朗 搗
鍔
碍
号
号
号
号
・
喜
号
号

２
６
０
２
８
１
１
６
３
２

０
０
７
５
８

》
ゞ
》
》
｜
》
》
｜
一
々
ゞ
｜
一

31 決定(棄却）R2Q11o6 □ ■

国■草野耕一森川さっき
F

林景一． 舟橋伸行

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

２
３
３

第

第

第

２
３
４

３
３
３

R2･11･6 1決定(棄却）
R2.11.10 1決定(棄却）決定(棄却）

皿
画■

一二

決定(棄却）林景一 小川卓逸 R2．11．10 ■ ■

35,第･小法廷|宮崎裕子 ｜家原尚秀
36第3小法廷|戸倉三郎 ｜中野琢郎第3小法廷

決定(棄却）
、

決定(棄却）

今

R2o11210

R2｡.11 ．10

□
｜
□

□
｜
□

第3小法廷 戸倉三郎 船所寛生37 決定(棄却）R2．11 ．10 ■ □

廷
廷
廷
廷

法
．
法
法
法

小
小
小
小

３
３
３
３

第
第
第
第

宮崎裕子

戸倉三郎

林景一

林道晴

毒
一
華
一
塞
一
誠

鉱
一
噸
一
副
審

記
》
｜
調
如
一
“

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R2611．10

R2．11･10

R2｡11．10

R2｡11．10

□
｜
□
｜
□
｜
□

□
｜
□
｜
□
｜
□

1

鍔
碍

５
－
６

８
．
８

第

第

㈱
、
年
年
２
２

〈
洞
〈
わ42第3小法廷 宇賀克也野中伸子 決定(棄却）R2．11．10 □ ■

43第3小法廷|宇賀克也 笹本哲朗

川崎直也

自
言

自
言

０
．
２

１
４

評

零

Ｊ
ｊ
オ
オ
く
く
年
年
２
２

〈
や
く
祠

’ R2.11.10決定(棄却）

R2･11.10.決定(棄却）決定(棄却）

□｜□

第3小法廷林道晴

第3小法廷宮崎裕子

44
■’ ■

号
号

号
号
９
４

５
８

０
６

４
６
０
０

９
９

謂

翻

第
第
』
ｊ

ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ

く
く
く
く

年
年
年
年

２
２
．
２
２

〈
わ
く
洞
今
洞
《
祠

451第3小法廷宮崎裕子 |土井文羨
461第3小法廷 戸倉三郎 ｜野中伸子

45 決定(棄却）R2．11．10 |■ ロ
ロ

ロ

｜
□R2｡11･10 1決定(棄却）

第3小法廷 戸倉三郎 神谷厚毅47 決定(棄却）R2．11．10 □ □

第3小法廷

|第3小法廷

第3小法廷

宇賀克也

宮崎裕子
一一

宇賀克也

準
一
調
一
繩

壼

一

”

錆

幅
幅
一
卵

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R2．11．10、

R2．11．10

R2．11･10

胆
旧
一
旧

□
｜
□
｜
□

令2年(オ)第1071号

令2年(オ)第1075号

|国
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既済事件一覧表 集計期間 令和2年i1月1日～ 令和2年11月30日

事件番号

令2年(オ)第1084号

種上告人 1 備考 上告受理法廷 主任裁判官

第3小法廷|戸倉三郎

主任鯛査官

鷹野旭

船所寛生

号
馴
死

番 終局区分

決定(棄却）

決定(移送）

垂
□
｜
□

上告人 終局日
R2｡11．10

R2．11 ．10

塗
□
｜
□

’
■ 画

d画I－ q

FTご箔. ,肝面．-すLGl■■
ニヨローに
■■ 寸一■

､剖空蝿浮
f､乱~t・ -勺

謝蕊

第3小法廷|林道晴
第1小法廷i木澤】木澤克

令2年(オ)第1107号

之 前田志織
|令2年(ｵ)第8"号

決定(棄却）３
４
５

５
５
５

R2｡11 ．12 □｜□

也
・
也
・
郎

直

直

琢

第1小法廷｜山口厚

皿

厚

．
｜
桃
一
蝿

裕
裕

川崎

川崎

中野

号
号
号
唱

５
８
９
２

０
５
８
０

評

評

熱

謂

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ

く
く
く
く

年
年
年
年

２
２
２
２

〈
而
今
洞
今
祠
今
や

R2.11.12決定(棄却）

R2.11｡12決定(棄却）

R2.11.12決定(棄却）

R2.11･12決定(棄却）

R2.11｡12決定(棄却）

R2･11．12

R2．11．12

R2．11．12

ロ
ー
□
｜
□
｜
□

□
｜
□
｜
□
｜
□

第1小法廷小池裕 川崎直也

第'小法廷小池裕 ｜中野琢郎
第1小法廷山口厚 ｜志村由貴
第1小法廷.木澤克之 ｜麿野旭麿野旭

h

56

57‐

58 碍
娼
号
号
号

８
８
↓
７
２
４

扣
扣
妬

沌
邸

第
第
第
第
第

』
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ
オ

く
く
く
く
く

年
年
年
年
年

２
２
２
２

２

《
Ｔ
今
禰
舂
洞
《
洞
二
℃

R2．11．12

□ □

□□■廷
廷
法
法
小
小
１
２
第
第

森川さっき山口厚

I
決定(棄却）59

草野耕一

岡村和美

葬
一
騨
一
州
一
坤
一
諒
一
鐸
一
順
一
鱸

龍

一
牌
‐
｜
錘
一
認
一
癖
一
識
一
睡
一
騨

601第2小法廷
61 1第2小法廷

R2｡11"13決定(棄却）

R2｡11".13決定(棄却）

□||□
〃■

口
一
□

口
一
□第2小法廷岡村和美62 決定(棄却）R2．11．13

63第2小法廷|三浦守

64第2小法廷|岡村和美
65第2小法廷岡村和美

66第2小法廷菅野博之

67第2小法廷i岡村~覇雲
68第2小法廷'三浦守

69第2小法廷菅野博之

70第2小法廷岡村和美

71第2小法廷|三浦守

第2小法廷|岡村和美
第2小法廷菅野博之

第2小法廷''三浦守
第2小法廷菅野博之

令2年(オ)第837号 決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

1 R2．11．13

R2．11．13

R2．11．13

R2･11･13

R2"11．13

R2．11．13

R2･･11．13

R2．11．13

R2．11．13

□
｜
口
一
□
｜
□
｜
□
｜
□

口
一
口
一
□
｜
□
｜
口
一
口

令2年(オ)第906号 I

令2年(オ)第950号
1

号
号

５
８
３
５
熱
雰
ｊ
ｊ

オ

オ

く
ｌ
年
年
２
２

〈
わ
く
わ

１
１

疹
一
儒
一
嘩
一
毒

秘
一
許
一
癖
壷

曜

鍔

罎

０
０
０

１
１
１

第
第
第

ｊ
・
』
ｊ

オ
オ
オ

く
く
く

年
年
単

２
２
２

〈
而
冬
洞
〈
祠

戸市
■■■■■■■■■■■■

□
｜
□

□
｜
□

吟
号
号

６
８
７

卿
尉
一
一
鐵
一

オ
オ
オ

く
く
ｌ

年
年
年

２
２
２

〈
祠
今
洞
今
市

決定(棄却）

決定(棄却）

□｜□

林道晴第3小法廷 前田志織72 R2=11．17 □□

誠
一
轄
一
緬
一
辨

73第3小法廷

74第3小法廷

75 1第3小法廷
761第3小法廷

林道晴

戸倉.三郎

戸倉三郎

戸倉三郎

嬬
一
舜
一
誰
一
裕

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R2.･11．17

R2"11･17

R2･11｡17
。 」

R2｡11．17

ロ
ー
□
｜
□
□

□
｜
口
一
□
□

号
一
号

７
「
８

９

７

７
８
第
第
７
ｊ
オ
オ
く
く
年
年
２
２

《
詞
《
詞

’

令2年(オ)第930号

独立行政法人国立病院
機構

横浜市

神戸市

宮崎県
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既済事件一覧表 集計期間 令和2年11月1日～ 令和2年11月30日

被上告人 1 備考 上告受理 、 終局区分

決定(棄却）

決定(棄却）

上告人 終局日
R2｡11o17

R2・11.．17

憲法i少数

□｜□
□､□

晴
晴

道
一
道

林
一
林

廷
一
廷

法
法
小
小
３
３
第
第

１

１

７

８

７
７

野中伸子

鷹野旭

号

号

７
８
５
８

評

熱

諦
一
軸

《
祠
〈
わ

２
．
２

I

第3小法廷 宇賀克也 土井文美 令2年(オ)第1029号79 決定(棄却）R2．11 ．17 ■ ■
９
．

型第3小法廷|宮崎裕子
81 1第3小法廷|戸倉三郎戸倉三郎

副

崎
一
癖
割
一
準
一
露
一
蝿
一
輔
一
癖
一
癖
一
輻
一
轄
一
糖
一
零
琴
一
雫

舟橋

神谷

燕
蔬
一
塞
一
霊
一
旭
一
誠
誠
一
魂
一
諏
一
裕
一
認
一
騨
一
緯
一
準
一
肇
一
華
一
癖
一
趣

伸行

厚毅

媚
一
一
礦
・
幅

く

く

く

オ
オ
オ

第
第
第

７
；
Ｊ

１
ｌ
ｌ

Ｏ
Ｏ
Ｏ

》
｜
》
》

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

｜
□
｜
口
一
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

R2．11．17

R2．11．17

R2．11 ．17

R2．11．17

R2．11･18

R2｡11.･19

R2．11｡19

R2．11｡19

R2．11．19

R2･11．19

□
｜
□
｜
口
一
□
｜
□
｜
□
｜
｜
□
｜
ロ
ー
□
□
｜
□

宇賀．克也森川さっき一理 第3小法廷

第3小法廷

第2小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

83 戸倉三郎

菅野博之

令2年(オ)第1125号

令2年(オ)第860号

令元年(オ)第1287号

令元年(オ)第1288号

令元年(オ)第1289号

令元年(オ)第1290号

令2年(オ)第615号

餌

踊
一
鯛
師
一
一
鯛
一
朋
一
卯

帷
一
帷
一
蝿
、
極
一
樗
一
趣

裕
一
裕
一
裕
一
裕
一
途
一
準

､

決定(却下）

決定(棄却）
牙
．
・
１
Ｆ
Ⅶ
ワ 決定(棄却）

決定(棄却）
I

号

号

瑁

９

３

４

５
２
０

８
９
１

第
第
第

〕
ｊ
ｊ

オ
オ
オ

く
く
く

年
年
年

２
２
２

今
祠
蓉
而
今
而

R2･11.19決定(棄却）

R2.11･19決定(棄却）

R2.11.19決定(棄却）決定(棄却）R2．11･19

廷
廷
法
法
小
小

１
１
第
第

深山卓也91
□ □

池上政幸

小池裕
’

２
３
９
９

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R2．11･19
⑤

口
一
□

ロ
ー
□

第1小法廷

第1小法廷

跨

椙

罎

得

０
１
１
６

１
１
１
９

第
第
第
第

７
Ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ

く
く
く
く

年
年
年
年

２
２
２
２

《
祠
《
Ｔ
今
祠
今
祠

小池裕 |斗谷匡志叫
一
鮨

R2･11･19 □□

上
野
野

池
草
菅

廷

廷

廷

法
法
法

小
小
小

１
２
２

第
第
第

５
６
７

９

９

９

嶬
罪
一
陸

船所

宮崎

川崎

R2．11．19

R2．11｡20

－

R2．11．20

R2．11．20

ロ
ー
□
｜
｜
□’ 令2年(オ)第967号 百
一戸F|
□

鶴

鴫

１
１
第
第
』
ｊ
オ
オ
く
く
年
年
２
２

〈
わ
《
わ

廷
廷
法
法
小
小
２
２
第
第

卵
一
的

菅野博之 斗谷匡志
□１

１
■
ｂ
６
０
４

‘
’
十
＄

岡村和美 山本拓 -百’■決定(棄却）R2．11"20 □
’

1001"2小法廷草野耕一 船所寛生 |令2年(ｵ)第1091号
101 第2小法廷菅野博之 斗谷匡志令2年(ｵ)第1109号

船所寛生 決定(棄却）R2．11．20 □ □

R2.11｡20 1決定(棄却） □ □ ’
『

官

函館市．

久慈広域連合

向日市

向日市

向日市

向日市



日付：令和3年1月6日
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既済事件一覧表 集計期間 令和2年11月1日～ 令和2年11月30日

事件番号番号 法廷 ，主任裁判官｜主任胴査官 … 憲法少数被上告人 備考 上告受理終局日 終局区分

102 第3小法廷I宮崎裕子 ｜船所 塞
一
罐
一
識
函
一
裕
一
馳
一
識

令2年(オ)第80号 R2.11･24 1決定(棄却）

１
－
１

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

□

■I

103 1第3小法廷林道晴
1041第3小法廷宇賀克也

率
｝
鮪
一
噸
一
棒
．
｜
順
一
軸

鍔
罎
一
鵺

ｊ
ｊ
ｊ

第

第

第

５
９
９

輪

報

輪

隷

隷

隷

R2.11･24決定(棄却）

R2｡11.24決定(棄却）

R2.11P24決定(棄却）

R2｡11.24決定(棄却）

R2･11･24決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

ｒ
Ｉ
ｐ

趣
一
一

賀
景
宇
林

廷
．
廷

法
：
法

小
・
小

３
３

第

第

５
６
０
０ 106第3小法廷

－

一■ 4

1071第3小法廷

ロ
言
画
言
巨
言

５
６
５

１
２
３

０
０
０

１
１
１

第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ

く
く
ｌ

年
年
年

２
２
２

《
羽
今
祠
〈
わ

I

戸倉三郎

林景一108第3小法廷 決定(棄却）日刊･11．24 価 □

109 第3小法廷

110 1第3小法廷

109 1第3小法廷 林道晴 土井文美 令2年(オ)第1081号 R2.11.24決定(棄却） |■■

林道晴 鷹野旭 令2年(オ)第1157号 決定(棄却）R2．11㎡24 □ □↑

澪

一

厘

１
ｒ
“
け
■第3小法廷宮崎

第1小法廷山口

斗谷匡志

家原尚秀 号

号

号

号

号

唱

回
言４９

８
２
８
９
２
１

１
２
９
１
９
５
０

１
５
７
８
８
９
１

第
第
第
第
第
第
．
第

〕
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ
オ
オ
オ

く
く
く
く
く
く
く

年
年
年
年
年
年
年

２
２
２
２
２

２
２

〈
洞
《
祠

《
祠
〈
祠
今
ロ
ム
祠
今
而

111 決定(移送）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）決定(棄却）

R2．11．24

R2･11・26

R2．11．26

R2｡11｡26

R2･11"26

R2．11=26

旧
厄
口
百 □■

■

112

｜□廷
廷
法
法
小
小

１
１

第
一
第

池上政幸 中野琢郎掴
一
Ｍ

１
．
１

''
4

■
０
１

1第'小法廷木澤克之
115第1小法廷i木澤克之

前田志織

貝阿彌亮

□
｜
□

□
□

』

１
１

第1小法廷 山口厚 船所寛生116
□｜□

117第1小法廷 川崎直也山口厚 決定(棄却）R2．11．26 ■ □

'118 第1小法廷池上政幸 宮崎朋紀 令2年(オ)第1018号 決定(棄却）R2．11 ．26 ■ □討
嘩

D

h

l

錘

錘

４

４

１
１

第

第

克之

克之

蝦
雑
一
調
一
薙
一
鍔
一
蝦
一
窄
一
認

且
口
互
口
百
互
口
百
一

一
口
一
口
｜
□
□
｜
□
｜
□
｜
口
一
□

樗
一
樟

認
裕
一
癖
一
裕
一
簔
痢
一
壼
一
蠅

窄
娼
一
禮
幅
娼
一
窄
一
礦

１
１
’
１
１
１
１
１

０
０
０
１
１
１
１

境
境
鹿
湧
境
曉
篤

オ
オ
オ
オ
オ
オ
オ

く
く
く
く
く
ｌ
く

》

》
》
》
》
一
》
》

119

120

121

122

123

124

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R2｡11126
|R2･11.26
R2･11｡26

R2．11．26

R2．11 ．26

R2．11･26

R2o11｡26

R2･11｡26

。

第1小法廷 岬
一
趣
一
蝿
一
唖
一
幟
一
蝿

厚
一
準
一
裕
一
裕
一
裕
一
裕

｜
健
一
嘩
嘩

』
Ｊ
Ｊ

１
１
１

第
第
第

廷

廷

法

法

小
」
小

１
．
１

第
第

５
６
２
２

１
１ 第1175号令2年(オ)第1175号

港区

国

千葉県
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既済事件一覧表 集計期間 令和2年11月1日～ 令和2年11月30日

終局区分 憲法|少数番号 法廷 ｜主任裁判官｜主任胴査官 事件番号 被上告人 備考 上告受理終局日上告人

R2.11.26 決定(棄却）
－

R2.11.27決定(棄却）

R2.g11．27決定(棄却）

森川さっき令2年(オ)第1184号

本條裕 ｜令2年(オ)第842号本條裕

第1小法廷 山口 厚
罪
一
守
一
陸
幹
一
守

耕一

□ □127

1
1

第2小法廷|草野耕一
第2小法廷三浦守

一雲聿

一
藷
輻
一
素

草野

一二

池原桃子

ロ
ー
□
｜
□
｜
□
｜
口
一
□
｜
□
｜
□

□
｜
□

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

128

129

130

131

132

133

134

135

136

1．37

休和市一

|日本司法支援ｾﾝﾀｰ

罐
一
》
罹
一
》

権
一
握
握
一
わ

く

く

ｌ

く

年
年

年
年

２
２
２
２

今
而
冬
祠
今
而
《
わ

第2小法廷菅野博之
L － －

第2小法廷

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

雑
一
輔
一
癖

裕
一
魂
、

締

R2．11．27

R2．11．27

R2．11．27

■
旧
刮
１
０
‐
Ｄ
Ｐ
四
ｌ
‐
Ｉ
Ｉ
ｒ
ｆ
▼
口

！
。

第2小法廷|三浦守
第2小法廷|岡村和美 決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

搾
一
鏥
一
擁

裕
一
騨
一
裕

号
号
号
号

３
８
４
６

４
４
９
１

０
０
０
１

１
１
１
１

第
第
第
第

〕
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ

く
く
ｌ
く

年
年
《
年
年

２
２
２
２

《
洞
今
而
《
祠
《
わ

R2･11・27

R2｡11．27

R2.11' d27

R2．11．27

R2．11．27

R2．11．27

三浦守

菅野博之

第2小法廷

第2小法廷
噸

8

1

懐三浦守

岡村和美

鷹野旭

神谷厚毅

需

醸

京都第2小法廷

第2小法廷
Ｉ
Ⅱ

一
細
一
籍

一
錆
肇

号
一
号
号

０
２
４

２
２
２

１
１
１

１
１
Ｔ

第
第
第

〕
ｊ
ｊ

オ
オ
オ

く
く
く

年
年
年

２
２
２

〈
や
今
Ｔ
－
Ｔ

国

三浦守第2小法廷138 ■ □…
Ｉ

藁
群
罪
罐
一
陸

廷
廷
廷
廷

法
法
．
法
法

卜
ト
ト
ト

ノ
ノ
ノ
ノ

２
２
２
２

第
第
第
第

零
雪
一
藷
一
蕾

R2．11．27139

140

141

142

□
｜
口
一
□
｜
□

□
｜
ロ
ー
□
｜
□

森川さっき

土井文美

令2年(オ)第1127号 R2･11"27決定(棄却）

R2.11.27決定(棄却）

国 ｆ
ｌ

令2年(オ)第1138号 1

1

情船所寛生令2年(オ)第1159号 R2．11｡27 1決定(棄却）居町

へ


